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全１枚

つくバス北部シャトル下り20便（つくばセンター11:50発、筑波山口行き）にお
いて、運行経路を誤る事案が発生しました。
当該バスは、「大穂窓口センター」停留所に向かう途中、東大通りで筑穂１丁目付

近の交差点を左折すべきところを誤って直進したことにより、運行経路から外れ、当
該停留所で乗客１名が降車できませんでした。当該乗客は、次の「高エネルギー加速
器研究機構」停留所で降車したため、100円の誤収受が生じています。
その後、通常経路に復帰し、「大穂窓口センター」停留所に約20分遅れ、終点に

15分遅れで到着しました。

【日時】 令和８年５月27日(水)12:10ごろ

【対応状況】
つくば市からは、関東鉄道（株）に対して、乗務員の運行経路の確認を徹底するよ

う強く要請しました。
また、誤収受のあった乗客に対しては、申し出があり次第、関東鉄道(株)つくば北

営業所にて速やかに返金します。

つくバス北部シャトルの
不適正な運行について


